
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　30年　10月　１６日

　　平成30年度　　上越地区手をつなぐ育成会

　　　第1回　親亡き後の問題解決対策講座　ご案内

　障害のあるわが子の将来を考えた時に、親の年に関係なく「　親亡き後のわが子への心配　」は

いつでも頭の中から離れない大きな問題の一つです。

　上越地区手をつなぐ育成会では、この「　親亡き後の問題　」を大別分類すると下記の７項目と考え

ています。　どれも奥が深く、難解な問題です。　したがって、この問題の解決への対策について数年

かけて講座を開催し、誰もが納得できる対応方法を見出したいと考えています。

＜　親亡き後の問題　７項目　＞

　　　１、終の住まい　　　　　親亡き後の暮らす場所は？　自宅、グループホーム、入所施設　・・・？　　　
　　　２、経済的保障　　　　　本人の収入と支出のバランスは大丈夫か？
　　　３、生活保障　　　　　　日常生活全般を見守り、監護を誰に託すか？
　　　４、権利擁護体制　　　　財産管理、身上監護、成年後見制度、日常生活支援事業　・・・・
　　　５、医療保障　　　　　　　手術等の医療的決断者は？　入院時の付添い体制は？・・・・
　　　６、相談支援保障　　　　本人への相談支援体制は？
　　　７、看取り　　　　　　　　　終末期の支援体制は、看取り、葬儀、納骨、法事は誰が？

　第１回講座は、上記７項目の内容を具体的に解説する内容で開講します。

　１、日　時　：　平成　３０年　１１月　１７日　（土）

　２、会　場　：　上越市福祉交流プラザ　　第１会議室　　（上越市寺町2丁目２０－１）

　３、講座内容及び日程

　　（１）、受　　付 １２：３０　～　１３：００

　　（２）、開会の挨拶及び連絡 １３：００　～　１３：１０

　　（２）、講　　演
　　　　１）、上記７項目の詳細を解説します。 １３：１０　～　１３：４０
　　　　　　　上越地区手をつなぐ育成会　　会長　　松　原　　義　一

　　　　２）、「親亡き後の問題」を相談機関の立場で全体的なお話をしていただきます。
１３：４０　～　１４：４０

　　　　　　講師　　上越基幹相談支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　センター長　　　　　丸　山　　ひろみ　　　様

　　（３）、質疑応答 １４；４０　～　１５：００

　　（４）、閉会の挨拶及び第２回講座の予告 １５：００　～　１５：１０

　　（５）、個別相談　　　数名程度の予定ですので、希望が多い場合は、１５：１０～３０分程度
　　　　　　　　　　　　　　会員を優先させていただきます。

　４、申　込　締　切　　　１１月　１２日（月）までに、FAX、メール、郵送、持参等でお願いします。

　５　参　加　費　　上越地区育成会会員、賛助会員は無料、会員以外の方は２００円お願い致します。



　　　　　　　　　　　　　　　申込書は裏面になります。

　　　　第1回　親亡き後の問題解決対策講座　　申込書

　　　　　　　下記について選択の〇印　及び記入をして申し込み下さい。

　　参加者　氏名 　 連絡先（電話）

　　会員の有無　　　　＊上越地区手をつなぐ育成会会員・賛助会員　　　　　　＊非会員

　　保護者の方　　　お子さんが学童の方　学校名・・（　　　　　　）小、中、特別支援学校　（　　　　）年

　　　　　　　　　　　　 お子さんが社会人の方　　　所属の事業所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　保護者以外の方　　さしつかい無ければ、所属機関名をご記入下さい。　（　　　　　　　　　　　　　）

　　親亡き後の問題で、「聞きたい事」「企画してほしい事｝」等がありましたらご記入ください。

　　　　　　（ただしご意見は、第2回以降の講座への反映となりますが、ご了解ください。）

　　申し込み、及び問い合わせ先

　　　　　　〒９４２－０００１
　　　　　　　　上越市中央２丁目１４－４　サンシティ１０１

　　　　　TEL：０２５－５３０－７７８８　ＦＡＸ：０２５－５３０－７７１１
　　　　　E-mail :  j-ikuseikai@kvｅ．bｉｇlｏｂｅ．nｅ．jｐ

　　＊第2回　講座の予告＊
　
　　１、第2回講座は、「親亡き後の問題　7項目」のうち、第２項目の「経済的保障」に絞って行います。
　　　　時期は年明けて、3月上旬降雪が落ち着いた頃を予定しています。
　　　　
　　２、内容は
　　　（１）、親亡き後の本人の収入、支出（現在の実例による）を一覧表にして収支バランスを確認する。

　　　（２）、収支バランスの厳しさを認識していただき、収入財源について考える。

　　　（３）、財源の選択肢の一つとしては、「生命保険信託」について専門の方をお呼びして、分かりや
　　　　　　すく、解説、説明をしていただきます。

　　　（３）、第3回は、出席された皆様より、7項目のうちどの項目が良いか希望をうかがって決めたいと



　　　　　　考えています。






